
令和 3 年(2021 年)1 月 11 日 

新型コロナウイルス感染症御代田町対策本部 

本部長 御代田町長 小園 拓志 

町民の皆さま・町内事業所の皆さまへ 

「新型コロナ特別警報Ⅱ」発出・対策強化へのお願い 
長野県は、1 月 3 日付けで佐久圏域の感染警戒レベルを 3 から 4 へ引き上げ、「新型コロナウイル

ス特別警報」発出し、その後、11 日付けで佐久市、軽井沢町、御代田町の感染警戒レベルを５に引

き上げ、「特別警報Ⅱ」を発出しました。 

特別警報Ⅱ発出に当たり、御代田町にお住まいの方、事業者の皆さま、訪問される方を対象に県の

対策が強化されましたので、皆さまにおかれましては①～⑦の取り組みにご協力をお願いします。 

 

① 高齢者や基礎疾患のある方へ感染リスクの高い行動の自粛を要請します                

高齢者や基礎疾患のある方等に、人との接触の機会をできるだけ減らすため、医療機関への通院、食

料の買い物、職場への出勤、健康の維持に必要な散歩など、生活の維持に必要な場合を除き外出し

ないよう協力を要請します。高齢者や基礎疾患のある方等が１市２町を訪問される場合も同様の対

応をお願いします。また、高齢者や基礎疾患のある方等に感染を広げないよう、これらの方と同居されて

いる方は慎重な行動をお願いします。 

② 大人数・長時間の会食の自粛について協力を要請します                          

１市２町にお住まいの方や訪問される方に、密な室内での大人数での飲食、長時間（概ね２時間

超）に及ぶ飲食、はしご酒など感染リスクの高い会食の自粛について協力を要請します。（会場により

状況が異なるため、人数の特定はしませんが、できるだけ少人数での実施にしていただき、人との距離の

確保や換気の徹底など感染防止に最大限の留意をお願いします。） 

③ １都３県等感染拡大地域※への訪問の自粛について協力を要請します                

１市２町にお住まいの方や訪問される方に、受験やリモートによることが困難な仕事での訪問など必要

な場合を除き、１都３県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）等感染拡大地域への訪問の自

粛について協力を要請します。また、１都３県の特定都道府県から１市２町への来訪についてもなる

べく控えていただくようお願いします。なお、感染拡大地域からの来訪者との接触についても慎重な行動

をお願いします。 

④ 大人数が集まるイベント等の実施に係る慎重な検討について協力を要請します                                

１市２町において、全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が 1000 人を超える大規模イベント

を主催する事業者の皆様に、県に事前相談するよう求めるとともに、感染リスクを低下させるための対策

について十分ご検討いただき、それが困難な場合にはイベントの延期や中止を検討するよう協力を要請

します。上記以外の小規模なイベントの開催に当たっても、同様に慎重な検討の協力を要請します。 

⑤ 県の公共施設について休止等の措置を検討するとともに１市２町に対しても検討を要請します                             

人が集まる県の公共施設について、休止等を含め必要な措置を検討するとともに、既に予約が入ってい

る場合など休止をしない場合も施設の感染防止策の徹底を行います。１市２町に対しても同様の措

置を検討するよう要請します。 

回 覧 



新型コロナウイルス感染症御代田町対策本部 

事務局：総務課 ・ 保健福祉課 

電話：0267-32-3111 

⑥ 接触者に対する検査を幅広く実施するとともに、必要が生じた場合は、高齢者施設等に対し集

中的な検査を実施します                                               

すでに特別警報Ⅱを発出中である小諸市を含めて、濃厚接触者の把握と全員検査に加え、接触者に

対しても幅広く検査を実施するとともに、必要が生じた場合は、高齢者施設等の従事者に対し、無症

状の場合も含めＰＣＲ等検査を受けるよう呼びかけ、集中的な検査を実施します。 

⑦ 事業所に対して在宅勤務・テレワークの徹底を要請します                             

１市２町の事業所に対して、人との接触機会を減らすため、可能な限り、在宅勤務・テレワークを徹底

するよう要請します。 

※①②③④は特措法第 24 条第 9 項、⑤⑥は県条例第５条に基づく感染症対策として実施。 

「かかりつけ医」への受診をためらわないで ～思いやりと支え合いの輪を広げましょう～           

新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や

誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいます。ま

た、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうこと

は、重症化のリスクを高めるほか、さらなる感染の

拡大を招きかねません。お一人おひとりが「思いや

り」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなで乗

り越えていきましょう。 

 

 

 

 

【How to Call the Hotline】 

1. Call Nagano Multilingual Call Center 

Phone Number0120-691-792(24 hours a day, 365 days a year) 

For international or roaming calls, dial +81-92-687-5289(fees apply to international calls) 

Spoken languages 

English, Chinese, Korean, Thai, Indonesian, German, French, Italian, Russian, Spanish, Portuguese, 

Vietnamese, Nepalese, Tagalog, Malaysian, Burmese, Khmer 

2. Tell the Operator the Hotline Number  

Hotlines: 026-235-7277, 026-235-7278 

Tell the operator, “Please put me through to the Coronavirus Hotline of Nagano Prefecture.  

The number is 026-235-7277.” 

3. Talk to the Hotline Staff Through an Interpreter 

～受診・相談センター(保健所)～ 

《小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡》 

佐久保健福祉事務所佐久保健所 

連絡先(24 時間対応)：0267-63-3178 



佐久市、軽井沢町及び御代田町の感染警戒レベルを５に引き上げ 

「新型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します 
 

令和３年１月 11日  

新型コロナウイルス感染症長野県対策本部  
 

１ 趣旨 

佐久圏域においては、１月３日に感染警戒レベルを４に引き上げ「新型コロナウイルス特別警報」

を、また、とりわけ感染の拡大が顕著な小諸市については、１月６日にレベルを５に引き上げ「新

型コロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出し、県としての感染症対策を強化しているところです。 

しかし、佐久圏域における直近１週間（１月４日～10 日）の人口 10 万人当たり新規陽性者数は

76.61人（陽性者 157人、うち佐久市、軽井沢町及び御代田町（以下「１市２町」という。）70人）

と、その前週の 20.00 人（陽性者数 41 人、うち１市２町 20 人）、前々週の 9.27 人（陽性者数 19

人、うち１市２町 15 人）を上回って推移しており、感染の拡大に歯止めがかかっていません。ま

た、１市２町においては、医療施設で７人、高齢者施設で１人、会食で 12 人の感染が発生してい

るなどリスクの高い事例もみられます。 

また、佐久圏域における１月 10 日現在の受入可能病床数に対する入院者の割合は約８割を超え

ているほか、圏域外の医療機関にも 13 人を搬送している状況であり、佐久圏域の医療提供体制は

逼迫しています。 

さらに、全県に目を向けると、直近１週間（１月４日～10 日）の人口 10 万人当たり新規陽性者

数は 20.71 人（陽性者数 422 人）となっており、受入可能病床数に対する入院者の割合は 60.6％

（212/350 床）、実質的な病床使用率（確保病床 350 床以外に受入を行っている病床を除いたもの）

は 51.4％、重症者の割合は 18.8％（９/48床）となっています。 

県としては、医療機関に対する受入病床拡充の依頼や、新たな宿泊療養施設の開設等により、全

県における陽性者の受入体制の拡充に努めていますが、佐久圏域における感染がさらに拡大すれば、

全県の医療提供体制にも大きな影響を及ぼしかねません。 

このため、現在、レベル４として特別警報を発出している佐久圏域において、とりわけ感染の拡

大が顕著な１市２町について、当面１月 24 日までの間、感染警戒レベルを５に引き上げ「新型コ

ロナウイルス特別警報Ⅱ」を発出します。 

 

２ 佐久市、軽井沢町及び御代田町における県の対策強化について 

  １市２町におけるさらなる感染拡大を防ぐため、県として実施する感染症対策を次のとおりさ

らに強化します。１市２町にお住まいの方、訪問される方、事業者の皆様は、県の対策にご協力

をお願いします。 

（なお、特措法の根拠規定を記載した取組以外は、長野県新型コロナウイルス感染症等対策条例（令

和２年長野県条例第 25号）第５条に基づく感染症対策として実施するものです。） 

 

 

 

 

 

 

 

（県民及び来訪者への協力要請） 

① 高齢者や基礎疾患のある方に不要不急の外出の自粛について協力を要請します 

② 大人数・長時間の会食の自粛について協力を要請します 

③ １都３県等感染拡大地域への訪問の自粛について協力を要請します 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 高齢者や基礎疾患のある方に不要不急の外出の自粛について協力を要請します 

（特措法第 24条第９項） 

   １市２町にお住まいの高齢者や基礎疾患のある方等に、人との接触の機会をできるだけ減ら

すため、医療機関への通院、食料の買い物、職場への出勤、健康の維持に必要な散歩など、生

活の維持に必要な場合を除き外出しないよう協力を要請します。高齢者や基礎疾患のある方等

が１市２町を訪問される場合も同様の対応をお願いします。 

また、高齢者や基礎疾患のある方等に感染を広げないよう、これらの方と同居されている方

は慎重な行動をお願いします。 

高齢者や基礎疾患のある方等 

65 歳以上の高齢者、慢性呼吸器疾患・慢性腎臓病・糖尿病・高血圧・心血管疾患をお持ちの方、肥満（BMI30 

以上）の方 

 

② 大人数・長時間の会食の自粛について協力を要請します    （特措法第 24条第９項） 

   １市２町にお住まいの方や訪問される方に、密な室内での大人数での飲食、長時間（概ね２

時間超）に及ぶ飲食、はしご酒など感染リスクの高い会食の自粛について協力を要請します。

（会場により状況が異なるため、人数の特定はしませんが、できるだけ少人数での実施にして

いただき、人との距離の確保や換気の徹底など感染防止に最大限の留意をお願いします。） 

 

③ １都３県等感染拡大地域※への訪問の自粛について協力を要請します 

   １市２町にお住まいの方や訪問される方に、受験やリモートによることが困難な仕事での訪

問など必要な場合を除き、１都３県（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）等感染拡大地域へ

の訪問の自粛について協力を要請します。        （特措法第 24条第９項） 

また、１都３県の特定都道府県から１市２町への来訪についてもなるべく控えていただくよ

うお願いします。なお、感染拡大地域からの来訪者との接触についても慎重な行動をお願いし

ます。 

※ 直近１週間の人口 10 万人当たりの新規陽性者数が 15.0人を上回っている都道府県：首都圏、関西圏等 

 

 

 

（イベント等の慎重な検討） 

④ 大人数が集まるイベント等の実施に係る慎重な検討について協力を要請します 

（公共施設の休止等の検討） 

⑤ 県の公共施設について休止等の措置を検討するとともに、１市２町に対しても検討を

要請します 

（積極的な検査の実施） 

⑥ 接触者に対する検査を幅広く実施するとともに、必要が生じた場合は、高齢者施設等に

対し集中的な検査を実施します 

（在宅勤務・テレワークの徹底） 

⑦ 事業所に対して在宅勤務・テレワークの徹底を要請します 



④ 大人数が集まるイベント等の実施に係る慎重な検討について協力を要請します 

                      （特措法第 24条第９項） 

  １市２町において、全国的な人の移動を伴うイベント又は参加者が 1000 人を超える大規模

イベントを主催する事業者の皆様に、県に事前相談するよう求めるとともに、感染リスクを低

下させるための対策について十分ご検討いただき、それが困難な場合にはイベントの延期や中

止を検討するよう協力を要請します。 

  また、上記以外の小規模なイベントの開催に当たっても、同様に慎重な検討の協力を要請し

ます。 

 

⑤ 県の公共施設について休止等の措置を検討するとともに、１市２町に対しても検討を要請し

ます 

  人が集まる県の公共施設について、休止等を含め必要な措置を検討するとともに、既に予約

が入っている場合など休止をしない場合も施設の感染防止策の徹底を行います。１市２町に対

しても同様の措置を検討するよう要請します。 

 

⑥ 接触者に対する検査を幅広く実施するとともに、必要が生じた場合は、高齢者施設等に対し

集中的な検査を実施します 

すでに特別警報Ⅱを発出中である小諸市を含めて、濃厚接触者の把握と全員検査に加え、接

触者に対しても幅広く検査を実施するとともに、必要が生じた場合は、高齢者施設等の従事者

に対し、無症状の場合も含めＰＣＲ等検査を受けるよう呼びかけ、集中的な検査を実施します。 

 

 ⑦ 事業所に対して在宅勤務・テレワークの徹底を要請します 

１市２町の事業所に対して、人との接触機会を減らすため、可能な限り、在宅勤務・テレワ

ークを徹底するよう要請します。 

 

 

新型コロナウイルス感染症をきっかけとして差別や誹謗中傷が生まれ、苦しんでいる人がいま

す。また、誹謗中傷をおそれるあまりに受診をためらうことは、重症化のリスクを高めるほか、

さらなる感染の拡大を招きかねません。 

県民お一人おひとりが「思いやり」の心を持ち「支えあい」の輪を広げ、みんなで乗り越えて

いきましょう。 

 


